
納付方法

■特別徴収の要件

国民健康保険税のお知らせ
問 税務課 課税班 ☎30－0213

軽減制度

軽減制度適用表 ＜改正後＞

■軽減判定の注意点

軽減率 軽減の対象となる所得基準

７割軽減 43 万円
＋ 10 万×（給与所得者などの数 -1）

５割軽減
43 万円
＋ 28 万 5 千円×被保険者数
＋ 10 万×（給与所得者などの数 -1）

２割軽減
43万円
＋ 52 万円×被保険者数
＋ 10 万×（給与所得者などの数 -1）

　国民健康保険税は医療給付費分、後期高齢者支援
金分、介護納付金分の 3 つの合計が税額となります。
それぞれの限度額が下記のとおりです。

課税限度額

課税限度額適用表

項目 課税限度額
医療給付費分 63 万円

後期高齢者支援金分 19 万円

介護納付金分 17 万円
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新型コロナウイルス感染症に係る新型コロナウイルス感染症に係る
国民健康保険税の減免国民健康保険税の減免

　低所得者世帯の税負担を軽くするため、前年中の
所得合計額が一定基準額以下の場合、均等割額と平
等割額を減額する軽減制度があります。令和 3年
度からの軽減判定基準は次のとおりです。

・65歳以上の年金所得者は、年金所得から15万円
（年金所得が15万円未満の場合は全額）が控除さ
れて判定されます。

・土地・家屋などの譲渡所得は、特別控除を差し引
く前の金額で計算され、事業所得は専従者控除（専
従者給与）を差し引く前の金額で計算されます。

・軽減制度への申請は必要ありませんが、適用の可
否判定のため、世帯主および国保加入者全員の所
得申告が必要となります。

　令和３年度国民健康保険税について、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により、納付が困難な世
帯に対して減免します。詳しい内容は令和３年度
国民健康保険税納税通知書に同封するチラシまた
はホームページをご覧ください。　　

　納付方法は普通徴収と特別徴収（年金天引き）の
2通りあります。普通徴収の方は、年額を 7月か
ら 2月の 8回に分けて納付していただきます。口
座振替の方は、各納期限の日に口座から引き落とし
になります。
　特別徴収の方は、年 6回の年金支給の都度、年
金からの天引きで納付していただきます。特別徴収
の対象者は、以下の要件をすべて満たしている方で
す。

・世帯主が国保加入している
・世帯主が今年度中に 75歳にならない
・国保加入者が全員65歳以上75歳未満
・世帯主が年金を年額18万円以上受給している
・介護保険料と国保税の合算額が受給額の2分の 1
を超えない

・介護保険料が特別徴収されている

国民健康保険税の納付方法の変更

■普通徴収への切り替え要件

■申請に必要なもの

　国保税の納付方法は、以下の要件をすべて満たし
ている方に限り、特別徴収（年金天引き）から普通
徴収（口座振替）に変更できます。変更を希望され
る方は、税務課課税班へ申請してください。申請が
認められた場合、２～４カ月後の年金支給分から、
納付方法を変更します。

①�口座振替ににより納付される方
②過去 2年間において国民健康保険税の未納がな
い方
※上記①②の両方を満たす必要があります。

被保険者証

　口座振替を申し込んでいない方は、口座振替の申
し込み後に①②いずれかの書類をご持参ください。
①口座振替依頼書の本人控え（金融機関窓口へ口座
振替依頼書を提出した方）
②受付結果のプリントアウト（インターネットの鹿
角市Web口座振替受付サービスで手続きした方）
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